
輸送の安全確保
に向けた取組

～安全・安心な輸送サービスのために～



運輸安全マネジメント制度の概要

○各運輸事業者自らが経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制を構築し、
その状況を国が「運輸安全マネジメント評価」を実施し、助言をするもので、国と
事業者がともに運輸事業の安全性を高めようという制度

運輸安全マネジメント制度
国土交通省の運輸安全マネジメント評価

本省・地方運輸局の評価チームが事業者に
赴き、輸送の安全に関する取組状況を確認
し、継続的改善に向けてプラス評価や助言
を実施。

運輸安全マネジメント評価 保 安 監 査

事業者の経営トップ等経営管理部門に対するインタビュー等を通
じた予防安全型の支援制度

事業者の現場における業務実施状況チェックを通じた事後監督制度

【主な特徴】
【主な特徴】

○事業者の安全管理体制の構築・改善の状況等を確認しガイド
ラインに沿って評価・助言（自らのやる気喚起型）

○経営トップの主体的関与の下での自律的な安全管理体制の構
築・改善（スパイラルアップ）を期待

○自主的な取組の促進を期待（結果に強制力なし）
○中長期的に効果が発現することを期待（体質改善）

○事業者の法令、命令事項等に対する遵守状況等を確認し改善命令
（是正型）

○現場における施設や取組内容等の法令等への適合を意図
○改善命令等による改善を意図
○短期的に効果が発現することを意図（即効性）

⚫ 運輸事業者において、経営トップのリーダーシップの下、①輸送の安全の確保が最も
重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努める、②安全管理規程の作
成、③安全統括管理者（役員以上）の選任を義務付け等

⚫経営トップのリーダーシップの下、自主的な安全管理体制を構築・運営

＜安全管理体制の主な内容＞
① 安全方針の策定・周知 ② 安全重点施策の策定、見直し ③ コミュニケーションの確保
④ 事故、ヒヤリ・ハット情報の収集・活用 ⑤ 教育・訓練の実施 ⑥ 内部監査の実施 等
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0１ 安全管理の方法と体制



01 安全管理の方法と体制＞安全方針

○輸送の安全確保に向けた基本的な考え方として「安全方針」を設定するとともに、
職員一人一人の具体的な行動指針として「行動規範」を制定

○各職場に掲示している他ポケット版を局職員や委託事業者に配布し周知

安全方針
(ポケット版)

札幌市交通局安全方針

私たちは、輸送の生命である「安全」を確保するため、
法令及び規程を遵守すると共に、安全最優先の原則
を基盤とした厳正な職務の遂行と普段の努力により、
書く子たる安全管理体制の維持・発展に向け、一丸と
なって全力で取り組みます。



01 安全管理の方法と体制＞安全管理体制図(令和7年1月現在)

安全統括管理者を始め安全確保に必要な各業務の責任者を定めて役割と
権限を明確化するとともに、緊密な連携を図ることとしている
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技術担当部長
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安全統括管理者

安全対策室

札幌市一般財団法人

札幌交通事業振興公社

（軌道運送事業者）



01 安全管理の方法と体制＞情報伝達とコミュニケーション

経営管理部門と現場部門間のコミュニケーションや利用者とのコミュニ
ケーションを図るため様々な取組を行っている

安全推進連絡会議 経営層による現場視察

安全に関する職員の声マナーキャンペーン

出前講座



01 安全管理の方法と体制＞事故情報の管理と連絡体制

事故等の情報が速やかに職員間で共有されるとともに関係機関に発信で
きる仕組みを構築している

安全対策室

（軌道運送事業者）
指令所

地下鉄事故・トラブル 路面電車事故・トラブル

地下鉄事故速報・重大事故

関係職員PCへ連絡

重大事故・休日等における情報

関係職員携帯電話へ連絡

重大事故・休日等における情報

関係機関へ送信

路面電車 事故速報

関係職員PC・携帯電話へ連絡

②情報

共有

①情報収集 ①情報収集

③情報発信

・JR,各バス会社

・石狩管内高等学校

・報道機関

・官公庁 他



0２ 交通局の安全目標



02 交通局の安全目標

交通局の状況やリスクを踏まえた全体の安全目標を設定し、その達成に
向けて各部門の取組方針及び取組計画を策定

札幌市交通局 安全目標

１ 基本の徹底と変化に対応した安全輸送の継続

２ 知識・経験の共有（継承）を通じた組織力の向上

３ 非常事態への迅速・柔軟な対応

４ 防災・減災に向けた取組の推進

各部の取組方針

各課 安全目標 各課 安全目標 各課 安全目標

各職員が個人目標を設定



03 輸送の安全確保に向けた取組



03 輸送の安全確保に向けた取組＞防災への取組

激甚化する自然災害に備え、利用者の安全を最優先としつつ、駅施設や
車両を守る対策や被災時に早期に運行再開を目指す等様々な取組を実施

地震計システムを９駅に設置

浸水対策シミュレーション止水板

シェルター耐震改修工事

地震対策

水害対策



03 輸送の安全確保に向けた取組＞輸送の安全に係わる教育・訓練

災害時や異常時においても輸送の安全を確保するための必要な知識・技
術の向上に向けて、様々な想定の下で各種訓練を実施

転てつ器点検訓練 警察との防犯訓練 列車併結推進訓練

駅構内火災訓練 係員合同定期教育訓練



03 輸送の安全確保に向けた取組＞輸送の安全に係わる教育・訓練

職員の安全意識やモチベーションの向上を図ることを目的に安全向上取
組発表会を毎年実施

安全向上取組発表会の様子



 

03 輸送の安全確保に向けた取組＞安全マネジメント活動

輸送の安全の水準の維持及び向上に向けて、安全マネジメント活動を通
じて確実なスパイラルアップを図っていくことが大切
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